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一
出
席
者
数 

一
三
六
名
（
う
ち
委
任 

状
九
三
名
）
定
足
数
一
二
六
名 

二
議
長 

小
倉 

和
也 

三
協
議 

「
第
一
号
議
案 

規
約
の
一
部
改
正
に

つ
い
て
」 

「
第
二
号
議
案 

支
部
会
費
に
関
す
る

規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」 

  
関
連
す
る
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

第
一
号
議
案
と
第
二
号
議
案
に
つ
い
て

は
一
括
し
て
協
議
す
る
こ
と
と
し
、
会

長
が
提
案
理
由
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、

質
疑
応
答
を
行
な
っ
た
後
、
採
決
を
行

な
っ
た
と
こ
ろ
、
原
案
ど
お
り
可
決
し

ま
し
た
。 

な
お
、
支
部
会
費
に
関
す
る
規
則
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
会
費
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
取
り
扱
う
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。 

①
正
会
員
の
年
会
費
は
四
千
円
（
現
行

三
千
円
） 

②
納
入
期
限
は
毎
年
四
月
三
十
日
ま
で 

「
第
三
号
議
案 

平
成
二
十
年
度
事
業

計
画
（
案
）
に
つ
い
て
」 

「
第
四
号
議
案 

平
成
二
十
年
度
一
般 

 

     

会
計
・
特
別
会
計
予
算
（
案
）
に
つ
い

て
」 

 

関
連
す
る
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
第

三
号
議
案
と
第
四
号
議
案
に
つ
い
て
は

一
括
し
て
協
議
す
る
こ
と
と
し
、
第
三

号
議
案
に
つ
い
て
は
会
長
が
説
明
を
行

い
、
第
四
号
議
案
に
つ
い
て
は
事
務
局

長
が
説
明
を
行
い
、
質
疑
応
答
を
行
な

っ
た
後
、
採
決
を
行
な
っ
た
と
こ
ろ
、

原
案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。 

 

四
そ
の
他 

 

総
会
の
協
議
終
了
後
、
執
行
部
よ
り

次
の
説
明
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 (

一)
 

年
会
費
に
つ
い
て 

平
成
二
十
年
度
の
年
会
費
に
つ
い
て 

は
、
四
月
二
五
日
（
金
）
を
予
定
日 

と
し
て
、
口
座
引
落
を
行
い
ま
す
。 

現
在
、
口
座
引
落
を
希
望
し
て
い
な 

い
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
四
月
三
〇 

日
（
木
）
ま
で
に
指
定
口
座
へ
お
納 

め
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た 

し
ま
す
。 

ま
た
、
現
在
、
口
座
引
落
を
希
望
さ 

れ
て
い
な
い
方
に
つ
き
ま
し
て
も
、 

今
後
、
可
能
な
限
り
引
落
の
手
続
き 

を
と
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願 

い
い
た
し
ま
す
。 

(

二)
 

電
子
デ
ー
タ
で
の
情
報
伝
達
等

に
つ
い
て 

 
 

今
後
、
経
費
の
節
減
等
を
目
的
に
、 

こ
れ
ま
で
の
紙
ベ
ー
ス
か
ら
、
電
子 

デ
ー
タ
で
の
情
報
の
伝
達
に
切
り
替 

え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て 

い
ま
す
。
自
宅
や
職
場
で
、
専
用
の 

パ
ソ
コ
ン
等
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と 

電
子
メ
ー
ル
が
使
用
で
き
る
方
に
つ 

き
ま
し
て
は
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等 

の
登
録
等
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。 

 (

三)
 

連
絡
網
等
の
整
備
に
つ
い
て 

 
 

様
々
な
情
報
を
迅
速
か
つ
確
実
に 

全
て
の
会
員
に
伝
達
す
る
た
め
に
、 

ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
連
絡
網
を
整
備
さ 

せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま 

す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し 

ま
す
。 

 (

四)
 

委
員
会
活
動
等
へ
の
参
加
に
つ

い
て 

 
 

新
た
に
三
つ
の
委
員
会
が
設
置
さ 

れ
る
こ
と
に
伴
い
、
平
成
二
十
年
度 

は
、
常
設
委
員
会
と
特
別
委
員
会
が 

計
十
委
員
会
と
な
り
ま
し
た
。 

 

そ
こ
で
、
多
く
の
会
員
に
委
員
会 

等
の
活
動
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
た 

い
た
め
、
改
め
て
参
加
し
た
い
委
員 
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